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令和５年度防衛省調達改善計画 

 

 

限られた財源の中で政策効果を最大限向上させるためには、政策の遂行に必要

な財・サービスの調達を費用対効果において優れたものとすることが不可欠であ

る。 

このため、防衛省においては、「調達改善の取組の推進について」（平成 25 年４

月５日行政改革推進本部決定）に基づき、また、「調達改善の取組の強化について

（調達改善の取組指針の策定）」（平成 27 年１月 26 日行政改革推進会議決定）を

活用しつつ、防衛省の調達の特性に配慮し改善の取組を一層強化することとす

る。 

また、引き続き、防衛力整備計画に示された装備品の効率的な取得等の装備調

達の最適化にも取り組むこととする。 

以上を踏まえ、その具体的な取組内容や目標などを定める「調達改善計画」を

以下のとおり策定する。 

 

１．防衛省の調達の現状分析 

（１）全体像 

防衛省における調達は、装備品等を中心とした「中央調達」とそれ以外

の調達である「地方調達」に分類される。 

令和３年度における調達の総額を、中央調達と地方調達とに区分して示

したものが表１である。 

中央調達については、装備品等の調達における一連の業務を効率的かつ

適正・的確に処理するという観点から防衛装備庁において一元的に実施し

ている。地方調達については、防衛省の任務・業務の特性上、内部部局を

はじめ、全国に基地・駐屯地等が所在しており、それぞれの実態に応じて

必要な物品等を調達することから、全国に置かれた400を超える会計機関に

おいて実施している。 
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表１　令和３年度 防衛省における調達経費の内訳

0 0 4,712 18,033 4,712 18,033

( 0% ) ( 0% ) ( 11% ) ( 60% ) ( 11% ) ( 55% )

0 0 304 1,453 304 1,453

( 0% ) ( 0% ) ( 1% ) ( 5% ) ( 1% ) ( 4% )

0 0 3 4 3 4

( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% )

2,307 2,912 37,812 12,170 40,119 15,083

( 100% ) ( 100% ) ( 89% ) ( 40% ) ( 90% ) ( 46% )

2,065 2,827 0 0 2,065 2,827

( 90% ) ( 97% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 5% ) ( 9% )

242 85 0 0 242 85

( 11% ) ( 3% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 1% ) ( 0% )

0 0 896 203 896 203

( 0% ) ( 0% ) ( 2% ) ( 1% ) ( 2% ) ( 1% )

0 0 303 20 303 20

( 0% ) ( 0% ) ( 1% ) ( 0% ) ( 1% ) ( 0% )

0 0 78 16 78 16

( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% )

0 0 32 14 32 14

( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% )

2,307 2,912 42,524 30,203 44,831 33,116

( 100% ) ( 100% ) ( 100% ) ( 100% ) ( 100% ) ( 100% )

   （少額随意契約は含まない。）

　　弾火薬類、食糧、燃料、繊維及びその他の需品）及び役務（修理、輸送等）で防衛大臣の定める主要なものの調達。

※6　競争的資金による研究とは、安全保障技術研究推進制度を活用した研究。

※7　金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

※3　地方調達とは、中央調達以外で各機関で実施する調達。

※4　情報システムとは、パソコン、プリンタ等の周辺機器の借上げ及び購入経費。

※5　調査研究とは、防衛省の所掌事務に関する政策の企画立案に活用することを目的とする調査。

※1　上記は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づき集計したデータにより作成。

※2　中央調達とは防衛装備庁で行う、自衛隊の装備品等（火器、誘導武器、電気通信、船舶、航空機、車両、機械、

競争的資金によ
る研究

合計

ガス

調査研究

公共工事

公共工事に係る調査
及び設計業務等

電力

（単位：件、億円）

公共工事等 物品役務等 合計

契約件数 金額 契約件数 金額 契約件数 金額

中央調達

情報システム

調査研究

地方調達
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【防衛省の調達の現状】 

・ 防衛省の令和３年度における調達規模は、契約件数が 44,831 件であり、

契約金額は約３兆 3,116 億円である。 

・ 物品役務等における中央調達の金額の割合が高く、金額の６割を占めて

おり、その調達対象は主要な装備品等の調達になっている。      

なお、主要な装備品等の調達の多くは、その特性上随意契約を採用してい

る。 

 

● その背景には、 

① 装備品等の調達においては、全般的に特殊な仕様や最先端技術等が

必要であることに加え、航空機製造事業法又は武器等製造法による被

許可者が限定される、装備品等を開発した外国企業からの実施権の取

得者が限定される、外国企業からの販売代理権の取得者が限定される

などの状況がある。 

② このため、製造・提供できる企業が限定され、競争参加者の増加が

困難なことが多く、このような市場では競争原理が働きにくい。 

③ 特に、中央調達により調達している主要な装備品等は、開発を行っ

た企業以外では、製造が困難な側面がある。 

 

といった装備品等が有する特殊性があるものと考えられる。 

 

（２）防衛省における調達の契約種別 

令和３年度の調達を契約方式別に分類したものが表２である。    

 

表２　令和３年度 防衛省における調達の契約種別

契約件数 割合 契約金額 割合

競争入札 21,765 49% 5,778 17%

企画競争による随意契約 83 0% 87 0%

公募による随意契約 9,683 22% 5,538 17%

不落・不調による随意契約 2,473 6% 3,485 11%

小計 34,004 76% 14,889 45%

10,827 24% 18,226 55%

44,831 100% 33,116 100%

（注2）　金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一
致しない場合がある。

（注1）　上記は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づ
き集計したデータにより作成。（少額随意契約は含まない。）

（単位：件、億円）

契約方式

競争性の
ある契約

競争性のない随意契約

合計
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【防衛省の調達の現状】 

・ 競争性のある契約方式を採用している契約件数については、34,004 件

（76％）であり、このうち、競争入札（一般競争入札等）を採用している

契約件数は、21,765 件（49％）である。 

・ ここ数年、競争性のある契約方式を採用している契約件数の割合につい

ては、調達全体の７～８割程度、また競争入札（一般競争入札等）を採用

している契約件数の割合については、調達全体の４～５割程度となってお

り、概ね同水準に維持している。 

  ・ 競争性のない随意契約方式を採用している契約件数については、10,827

件（24％）である。 

・ ここ数年、競争性のない随意契約方式を採用している契約件数の割合に

ついては、調達全体の２～３割程度となっており、概ね同水準に維持して

いる。 

・ 競争性のない随意契約方式を採用している契約金額の割合については、

調達全体の５割以上を占めている。 

 

● 競争性のない随意契約の改善に当たっては、 

  競争性のない随意契約は前項の防衛省の特色が影響する部分もあるが、 

それ以外のものについては、以下の点に留意し改善に努めていく。 

① 防衛省においては、近年、競争性や透明性の確保の観点から、従前の競 

争性のない随意契約について、納入期限等の発注条件及び仕様書を見直す 

こと等によって競争性の確保に留意しつつ一般競争入札に移行する、ある

いはこれらが困難な場合には、企画競争や公募といった一定の競争性が担

保された随意契約方式に移行する、などの見直しを進めてきたところであ

り、当該取組については引き続き実施していく。 

② さらに、競争性のない随意契約によらざるを得ない場合であっても、積 

極的な情報収集等により適正な予定価格の算定などに努めていく。 

 

（３）防衛省における調達の応札状況 

令和３年度の競争入札等の状況を応札者数に応じて示したものが表３で

ある。   
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【防衛省の調達の現状】 

・ 競争入札のうち一者応札が占める契約件数は、6,247 件（29％）であり、

ここ数年、競争入札のうち一者応札が占める契約件数の割合については、競争

入札全体の３割程度となっており、概ね同水準に維持している。 

 

● 一者応札の改善に当たっては、 

競争入札のうち一者応札の案件については、装備品等が有する特殊性や

地域性等の参入障壁があると考えられるが、業者アンケート等による現状

把握を実施し、その要因の改善に努めていく。 

また、一般競争入札を行ったものの複数年において一者応札となってい

る調達を、引き続き一般競争入札に付そうとする場合は、要因分析や改善

策の検討などをより厳格に実施することにより更なる改善を図る。 

 

（４）必要な取組の方向性 

    調達にあたっては、引き続き、一者応札の改善も含め競争性の確保・向

上に係る取組を推進するとともに、競争性が働きにくい主要な装備品等の

調達においても各種取組を実施することにより、効率的で適切な調達に努

めていく。 

なお、そのための具体的な取組内容や目標については、「２．調達改善へ

の取組」（別紙１及び別紙２）において示す。 

 

表３　令和３年度 防衛省における調達の応札状況 （単位：件、億円）

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額

6,247 1,521 15,518 4,257 21,765 5,778

割合 29% 26% 71% 74% 100% 100%

73 83 10 5 83 87

割合 88% 95% 12% 5% 100% 100%

9,378 5,509 305 29 9,683 5,538

割合 97% 99% 3% 1% 100% 100%

※2　金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

※3　「公募による随意契約」には、タクシーチケット供給業務など複数者との契約を前提としているものを含む。

競争入札

企画競争による
随意契約

１者 ２者以上 合計

公募による
随意契約

※1　上記は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づき集計したデータにより作
成。（少額随意契約は対象外）
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２．調達改善への取組 

（１）重点的・共通的な取組 

別紙１に記載のとおり。 

   

（２）その他の取組 

   別紙２に記載のとおり。 

 

３．自己評価の実施方法 

上半期終了時点及び年度終了時点において、調達改善計画の取組状況の把

握及び効果の検証を実施し、その内容を踏まえ、自己評価を行う。また、自

己評価結果等を踏まえ、必要に応じ、調達改善計画の見直しを行う。 

 

４．調達改善の推進体制 

調達改善計画の策定、実施状況の把握及び自己評価は、別に定める「防衛

省行政事業レビュー推進チーム」を活用して実施する。 

また、調達改善計画の策定及び自己評価の実施にあたっては、別に定める

「防衛省行政事業レビュー外部有識者会合」の意見を求めるものとする。 

なお、調達改善計画の内容及び自己評価結果については、防衛省ホームペ

ージ上において公表するものとする。 
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表４　【参考資料】令和３年度防衛省における競争契約における一者応札に係る調達経費の内訳

　　　（中央調達・地方調達別）

0 0 424 577 424 577

( 0% ) ( 0% ) ( 8% ) ( 43% ) ( 7% ) ( 38% )

0 0 400 569 400 569

( 0% ) ( 0% ) ( 7% ) ( 43% ) ( 6% ) ( 37% )

0 0 24 8 24 8

( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 1% ) ( 0% ) ( 1% )

560 191 5,263 754 5,823 945

( 100% ) ( 100% ) ( 93% ) ( 57% ) ( 93% ) ( 62% )

36 39 0 0 36 39

( 6% ) ( 20% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 1% ) ( 3% )

0 0 250 34 250 34

( 0% ) ( 0% ) ( 4% ) ( 3% ) ( 4% ) ( 2% )

0 0 87 5 87 5

( 0% ) ( 0% ) ( 2% ) ( 0% ) ( 1% ) ( 0% )

3 4 12 2 15 5

( 1% ) ( 2% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% )

0 0 0 0 0 0

( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% ) ( 0% )

560 191 5,687 1,330 6,247 1,521

( 100% ) ( 100% ) ( 100% ) ( 100% ) ( 100% ) ( 100% )

公共事業等

公共工事

公共工事に係る調査
及び設計業務等

   （少額随意契約は含まない。）

中央調達 地方調達 合計

契約件数 金額 契約件数 金額 契約件数 金額

（単位：件、億円）

物品役務等

情報システム

電力

ガス

※6　競争的資金による研究とは、安全保障技術研究推進制度を活用した研究。

※7　金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

　　弾火薬類、食糧、燃料、繊維及びその他の需品）及び役務（修理、輸送等）で防衛大臣の定める主要なものの調達。

※3　地方調達とは、中央調達以外で各機関で実施する調達。

※4　情報システムとは、パソコン、プリンタ等の周辺機器の借上げ及び購入経費。

※2　中央調達とは防衛装備庁で行う、自衛隊の装備品等（火器、誘導武器、電気通信、船舶、航空機、車両、機械、

調査研究

競争的資金によ
る研究

合計

※1　上記は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づき集計したデータにより作成。

※5　調査研究とは、防衛省の所掌事務に関する政策の企画立案に活用することを目的とする調査。



重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的

・救難救助機（ＵＨ-６０Ｊ）の一括調達
を実施する。

・防衛力整備計画に示された「防
衛力の抜本的強化に当たって
は、スクラップ・アンド・ビルドを徹
底して、組織定員と装備の最適化
を実施するとともに、効率的な調
達等を進めて大幅なコスト縮減を
実現してきたこれまでの努力を更
に強化していく。」との方針の下、
長期契約の適用拡大により装備
品の計画的・安定的な取得を通じ
てコスト低減を図る取り組みであ
るため。

A＋
令和５年

度

・５箇年度を超える長期契約
の活用により、調達コストの縮
減と安定的な調達を追求

（縮減見込額：１３６億円 ※
契約ベース）

令和５年度
中

・早期警戒機（Ｅ－２Ｄ）の一括調達を
実施する。

・防衛力整備計画に示された「防
衛力の抜本的強化に当たって
は、スクラップ・アンド・ビルドを徹
底して、組織定員と装備の最適化
を実施するとともに、効率的な調
達等を進めて大幅なコスト縮減を
実現してきたこれまでの努力を更
に強化していく。」との方針の下、
長期契約の適用拡大により装備
品の計画的・安定的な取得を通じ
てコスト低減を図る取り組みであ
るため。

A＋
令和５年

度

・５箇年度を超える長期契約
の活用により、調達コストの縮
減と安定的な調達を追求

（縮減見込額：３３８億円 ※
契約ベース）

・海自護衛艦搭載用垂直発射装置Ｖ
ＬＳ ＭＫ４１等の一括調達を実施す
る。

・防衛力整備計画に示された「防
衛力の抜本的強化に当たって
は、スクラップ・アンド・ビルドを徹
底して、組織定員と装備の最適化
を実施するとともに、効率的な調
達等を進めて大幅なコスト縮減を
実現してきたこれまでの努力を更
に強化していく。」との方針の下、
長期契約の適用拡大により装備
品の計画的・安定的な取得を通じ
てコスト低減を図る取り組みであ
るため。

A＋
令和５年

度

・５箇年度を超える長期契約
の活用により、調達コストの縮
減と安定的な調達を追求

（縮減見込額：３５７億円 ※
契約ベース）

令和５年度
中

・多用途ヘリコプター（ＵＨ－１Ｊ）及び
攻撃ヘリコプター（ＡＨ－１Ｓ）搭載エ
ンジン部品の一括調達を実施する。

・防衛力整備計画に示された「防
衛力の抜本的強化に当たって
は、スクラップ・アンド・ビルドを徹
底して、組織定員と装備の最適化
を実施するとともに、効率的な調
達等を進めて大幅なコスト縮減を
実現してきたこれまでの努力を更
に強化していく。」との方針の下、
長期契約の適用拡大により装備
品の計画的・安定的な取得を通じ
てコスト低減を図る取り組みであ
るため。

A＋
令和５年

度

・５箇年度を超える長期契約
の活用により、調達コストの縮
減と安定的な調達を追求

（縮減見込額：２３５億円 ※
契約ベース）

令和５年度
中

・魚雷の実装用消耗品の一括調達を
実施する。

・防衛力整備計画に示された「防
衛力の抜本的強化に当たって
は、スクラップ・アンド・ビルドを徹
底して、組織定員と装備の最適化
を実施するとともに、効率的な調
達等を進めて大幅なコスト縮減を
実現してきたこれまでの努力を更
に強化していく。」との方針の下、
長期契約の適用拡大により装備
品の計画的・安定的な取得を通じ
てコスト低減を図る取り組みであ
るため。

A＋
令和５年

度

・５箇年度を超える長期契約
の活用により、調達コストの縮
減と安定的な調達を追求

（縮減見込額：１２２億円 ※
契約ベース）

令和５年度
中

○ 長期契約を活用した装備品等の調達

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）
実施
時期

取組の項目

令和５年度の調達改善計画 令和５年度防衛省自己評価結果

実施した取組内容 進捗度難易度
取組の

開始年度

実施において
明らかとなった

課題等

今後の計画に反映する
際のポイント

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の目標

難易度具体的な取組内容
取組の

開始年度
重点的な取組の

選定理由

別紙１



（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）
実施
時期

取組の項目

令和５年度の調達改善計画 令和５年度防衛省自己評価結果

実施した取組内容 進捗度難易度
取組の

開始年度

実施において
明らかとなった

課題等

今後の計画に反映する
際のポイント

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の目標

難易度具体的な取組内容
取組の

開始年度
重点的な取組の

選定理由

一般競争入札を行ったものの複数年
一者応札となっている調達を、引き続
き一般競争入札に付そうとする場合
は、防衛装備庁において、要因分析
や改善策の検討などをより厳格に実
施することにより更なる改善を図る。

A
令和４年

度

・契約方式選定の適正化並び
に契約相手方選定の透明性
の向上

令和５年度
中

・防衛装備庁に設置された「防衛調達
審議会」及び各地方防衛局に設置さ
れた「入札監視委員会」（いずれも外
部有識者により構成される第三者機
関）において、引き続き、一者応札案
件についてのサンプリング調査審議
を実施し、また、同会議体において
フォローアップ調査を十分に実施する
ことにより、改善状況の把握に努め、
審議内容については関係機関と共有
していく。

B
平成20年

度
・入札及び契約の過程並びに
契約の内容の透明性の確保

令和５年度
中

○ 調達事務のデジタル化の推進

・電子調達システム（GEPS）の利用促
進のため、利用状況を調査するととも
に、省内における障壁を調査し、改善
していく。

B
令和2年

度

・GEPSに登録する案件につ
いては、原則すべての入札公
告を電子的公開とし、併せて
電子入札を可能とする。

令和５年度
中

○ 調達改善に向けた審査・管理の充実



定量的 定性的

【少額随意契約の更なる改善】
・少額随意契約とすることが可能な金額においても、一般競争入札とする
ことや少額随意契約となるような様々な調達案件を集約化して一般競争
入札に付することにより、競争性の確保に努める。
・複数の官署において、少額随意契約による場合でも見積書を徴する相
手方を官側から指定するのではなく、調達内容をホームページ等に公示
し見積合せを行うオープンカウンター方式による随意契約を行うことによ
り、応札機会の拡大を図る。

継続

【随意契約の見直し】
・およそ競争性が期待できない防衛装備品等の調達について、形式的な
入札等を行うのではなく、一者応札となった要因を分析し、その要因が随
意契約の理由として妥当なものについては類型化するなど、より適切な
契約方式の活用に努める。
・随意契約の実施にあたっては、常続的に新規参入者の有無を確認する
ことで、透明性・公正性を確保する。

継続

●適切な随意契約の締結

【適正な契約方式の適用】
・従前の競争性のない随意契約について、発注条件や仕様書を見直すこ
と等により、競争性のある契約方式への移行に努める。
・競争性のない随意契約によらざるを得ないと考えられる調達について
も、各会計機関に設置された、随意契約の採用の適否を審査する会議
体において、随意契約の理由とその内容を審査することにより、適切な
契約方式を確保する。

継続

【事業者の準備期間及び契約履行期間の確保】
・公告時期を前倒すことにより、事業者の準備期間を確保することに努め
る。事業者の準備期間の確保に当たっては官側の事務処理期間を含め
た真に必要な期間を検討のうえ設定する。
・入札実施後の契約履行期間を確保することで、履行期間が足りず応札
を断念している事業者が入札に参加できるよう、契約履行期間を確保す
る。

継続

その他の取組
調達改善計画 令和５年度防衛省自己評価結果（対象期間：４月１日～９月３０日）

具体的な取組内容
新規
継続
区分

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）

●一者応札の改善

【一者応札となった原因等の把握】
・応札意思があったものの、応札に参加しなかった事業者に対して要因
についてのヒアリングやアンケート等を実施し、一者応札となった要因を
把握し、分析する。

継続

【発注条件や仕様書の見直し】
・仕様書等において、競争を事実上制限するような応札条件を付さず、必
要最低限の設定とする。
　なお、仕様書等の見直しに当たっては、複数者の参入が見込まれない
なかで仕様の緩和をした場合には、既存業者のみ有利となり、競争性の
拡大につながらない場合があることも留意する。

継続

別紙２



定量的 定性的

調達改善計画 令和５年度防衛省自己評価結果（対象期間：４月１日～９月３０日）

具体的な取組内容
新規
継続
区分

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）

・事務負担の軽減、割引制度の活用を期待し、海外出張経費等の精算、
高速道路料金の支払い（ＥＴＣカード）において、引き続き、本取組を推進
する。
・図書や汎用品等の調達について、納期の早期化、価格の低減及び事
務の効率化を図るため、インターネット調達（クレジットカード決済）を推進
する。

継続

・透明性・公正性を確保する観点から一般競争入札による調達を実施す
るとともに、低価格入札による品質低下を防ぎ、品質の確保を図るため、
総合評価落札方式の導入拡大を図り、ほとんどの案件において、一般競
争入札（総合評価落札方式を含む。）を適用するなど、適切な調達の実
施に努めている。引き続き、取組を推進するとともに、調達の現状を踏ま
えた改善を実施し、より適切な調達に努める。

継続

●クレジットカード決済に関する取組

・企業からコスト低減に向けた意欲を引き出すため、企業が契約締結時
に念頭に置いていなかった技術等によるコスト削減策を提案し、防衛省
に採用された場合に、コスト削減効果の一部をインセンティブ料としてコ
スト削減後の契約価格に加算する制度を実施し、その促進に努める。

継続

●汎用的な物品役務における共同調達等の有効活用

・市ヶ谷地区や地方支分部局等において、近傍の部隊や機関の官署間
での一括調達の拡大や対象品目の拡大に努める。
・他省庁との共同調達の推進に努める。 継続

●工事の調達

●インセンティブ契約制度の促進


